
 

第六次青梅市地域福祉活動計画  

「えがお・つながるプランおうめ」 
         令 和 ６ 年 度 ～ 令 和 １ １ 年 度 （ ６ か 年 計 画 ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【概要版】 

声 を 出 せ な い 住 民 も 取 り 残 さ な い 、 み ん な が 支 援 を 受 け

ら れ る ま ち  

農 業 、 商 工 、 環 境 な ど 分 野 を 超 え て 協 働 す る 地 域 を 基 盤

と し た 地 域 福 祉 の 推 進  

基 本
目 標  3

地 域 の 活 動 を 通 じ て 、 「 人 と 人 」 「 人 と 地 域 」 が 交 流 す る

ま ち  

基 本
目 標  2

基 本
目 標  1



「えがお・つながるプランおうめ」（第六次青梅市地域福祉活動計画）を策定しました！
計画期間
令和6年度から令和11年度まで（6年間） 計画の体系図 ※アウトリーチとは・・・積極的に対象者のいる場所に出向いて必要なサービスや情報を届けるよう行動すること。

※後期取組とは・・・計画期間の後半（令和9年度）から開始する取組のこと。
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基本理念 基本目標 各種取組 本計画の基本理念および基本目標を実現するために、
計画期間中（令和６年度から６年間）、以下の１３の取組を行うこととしました。

声を出せない住民も取
残さない、みんなが支
援を受けられるまち

地域福祉活動計画ってなに？
　社会福祉協議会が活動計画として策
定するものであり、「すべての住民」、
「地域で福祉活動を行う者」、「福祉事
業を経営する者」が相互に協力して、地
域福祉の推進を目的とする、実践的な
活動・行動計画です。

計画はどうやって進めるの？
　計画を進めるには、地域にお住まい
の皆さまのご協力が欠かせません。
　皆さまも計画の参加者となっていた
だき、社協と一緒に、安心して住み続け
られるまち、青梅を目指しましょう！

農業、商工、環境など分
野を超えて協働する地
域を基盤とした地域福
祉の推進

地域の活動を通じて、
「人と人」「人と地域」が
交流するまち

 １潜在化する支援が必要な人への※アウトリーチの実施
　　実施事業：地域アセスメントの実施など

 ２ 重層的支援体制整備事業の推進
　　実施事業：地域福祉コーディネーターの配置など

 ３子育て世帯への支援
　　実施事業：マタニティサロンの開催、子ども用品リユースの実施など

 ４孤独・孤立を防止する取組
　　実施事業：みんなの食堂、講演会の開催など

 ５ 成年後見・地域福祉権利擁護事業の推進
　　実施事業：市民講座、支援者向け講座の開催など

 ６ 終活支援の取組
　　実施事業：生前の安否確認、入退院支援の実施など

10 多世代交流の推進
　　実施事業：多世代交流サロンの開催など

11 多文化共生社会の推進
　　実施事業：多文化交流会の開催など

12 災害支援ネットワークの構築
　　実施事業：災害ボランティアセンター設置訓練の実施など

13 障がい者の社会参加支援
　　実施事業：障がい者就労支援事業所が製作する物品販売会の開催など

身近に困りごとを相談できる場が
増えることで、不安や孤独を抱える
方が減っている。
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重点取組
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※後期取組

６年後目指す姿は・・・

地域をより良くするためには何が
できるかを、様々な分野・職種の方
たちが考え、行動している。

６年後目指す姿は・・・

世代や国籍などを超えて交流でき
る場が増えることで、多くの方にとっ
て住みやすいまちになっている。

６年後目指す姿は・・・

 ７地域における地域福祉の担い手育成と連携
　　実施事業：地域福祉推進委員会の組織化など

 ８ 社会福祉法人や企業の社会貢献活動と連携した取組
　　実施事業：社会貢献活動支援、社会福祉法人ネットワーク会議の開催など

 ９ 職員の人材育成の推進
　　実施事業：職員の資格取得等助成制度の創設、計画的な職員研修など

地域福祉活動計画
二次元コード



 

 

 

 

 

 

主な重点取組の紹介 

 〇 統 計 デ ー タ 等 の 収 集 や 民 生 委 員 や 自 治 会 等 と の 情 報
共 有 に よ り 地 域 の 実 情 把 握 （ 地 域 ア セ ス メ ン ト ） を
行 い ま す 。  

 〇 地 域 住 民 が 気 軽 に 困 り ご と を 相 談 す る こ と が で き る
よ う 、 各 地 域 （ 市 民 セ ン タ ー 等 ） に お い て 相 談 窓 口
を 開 催 し ま す 。  

 〇 市 民 を 対 象 と し た 災 害 ボ ラ ン テ ィ ア 養 成 講 座 を 実 施
し 、 災 害 時 に お け る 共 助 の 担 い 手 を 養 成 し ま す 。  

〇 関 係 団 体 と 連 携 し た 「 災 害 ボ ラ ン テ ィ ア セ ン タ ー 設
置 訓 練 」 を 実 施 し ま す 。  

 〇 地 域 の 生 活 、 福 祉 課 題 に つ い て 、 地 域 の 方 々 が 自 ら
協 議 し 、 課 題 解 決 に 向 け て 活 動 を 行 っ て い く 「 地 域
福 祉 推 進 委 員 会 」 の 組 織 作 り の 支 援 を 行 い ま す 。  

〇 地 域 福 祉 、 地 域 活 動 な ど の 担 い 手 を 育 成 す る こ と を
目 的 に 、 小 学 生 、 中 学 生 お よ び 高 校 生 の 地 域 貢 献 活
動 、 ボ ラ ン テ ィ ア 活 動 を 推 進 し ま す 。  

１  潜 在 化 す る 支 援 が 必 要 な 人 へ の ア ウ ト リ ー チ の 実 施  

２  地 域 に お け る 地 域 福 祉 の 担 い 手 育 成 と 連 携  

３  災 害 支 援 ネ ッ ト ワ ー ク の 構 築  


